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置することが望ましい。 

エレベーターの維持・修繕に当たっては、故障等の不測の事態に陥らぬよう、定期点検等

を密に行うようにしなければならない。この定期点検等は、極力夜間などの利用者の少ない

時間帯に行う事とし、万一故障した場合にも迅速かつ短時間で作業を終わらせるよう心がけ

るものとする。なお、定期点検等でエレベーターが使用できない状況が見込まれる場合は、

前もってその旨を利用者に周知するために、かご内等に予告表示することが必要である。ま

た、故障，点検等でエレベーターが使用できない場合は、当該立体横断施設の出入口（昇降

口）においてその旨を利用者に知らせるとともに、代替ルート等を事前に案内することによ

って歩行の連続性を確保することが望ましい。 

雨天時のエレベーターの利用に配慮し、乗降口に接続する歩道等又は通路の部分にはひさ

しを設けることが望ましい。 

 

  


